
広尾町の奨学金返還支援の取組 返還支援型

広尾町について

広尾町は北海道・十勝の最南端に位置する、
漁業や農林業などを基幹産業とした人口約
6,300人の町です。
また、サンタクロースのふるさと・ノル

ウェーのオスロ市より日本唯一のサンタランド
に認定されており、クリスマス時期にはイルミ
ネーションでまちが輝きます。

【交通アクセス】
・とかち帯広空港より車で約１時間
・帯広市から車で約１時間３０分

奨学金返還支援制度について

大学等卒業後、町内事業所等に就労する町民の方に奨学金返還の
支援をいたします。
対象者
次の条件をすべて満たす方
１．町内事業所等に雇用されている就業者で、町内に住民登録を

している方
２．満３５歳以下の方
３．大学等に就学のために貸与を受けた奨学金の返還を行ってい

る方
４．奨学金の返還に対し、他の公的機関などから助成を受けてい

ない方
５．町税等に滞納がない方
６．町外に本社が企業等に雇用された場合は、町外への転勤等が

ない方
助成金額および助成期間
奨学金の返還額（月額１万円、年間12万円上限）を最長10年間支
援いたします。
※年度ごとに申請が必要になります。
ホームページ
https://www.town.hiroo.lg.jp/kurashi/ijuu/syogakukinhenkanshien/

お問い合わせ先

広尾町役場 企画課企画防災係
電話：01558-2-0184 FAX：01558-2-4933
E-mail：k-kikaku@town.hiroo.lg.jp 

https://www.town.hiroo.lg.jp/kurashi/ijuu/syogakukinhenkanshien/

